
 - 1 - 

  学校いじめ防止基本方針  

 

北海道奧尻高等学校  

１  学校いじめ防止基本方針  

(１ ) いじめの定義  

「当該生徒が、一定の人間関係のある者から与えられる、心理的・物理的な影響を伴う

行為（インターネットを通じて行われるもの  を含む。）であり、心身の苦痛を感じている

もの」（いじめ防止対策推進法  第 2 条）  

(２ ) いじめに対する基本認識（いじめ防止対策推進法  第３条第１項～第３項）  

  ア  いじめは人として決して許される行為ではない。  

 イ  いじめはどの学校においても起こりうるものである。  

  ウ  いじめはどの児童生徒においても起こりうるものである。  

  エ  いじめ問題の克服にあたり、学校、家庭、地域等の相互の連携が必要である。  

２  日常的な教育活動におけるいじめの未然予防（発達支持的・課題未然防止）  

(１ ) 生徒への啓発活動の充実  

  ア  ＬＨＲや全校集会等でのいじめに関する指導  

  イ  いじめ防止に関するポスター・チラシの掲示  

  ウ  講演会等（インターネット講話、薬物乱用防止教室、性に関する講話等）の実施によ

る人権や共生意識の高揚  

(２ ) 互いに認め合い安心した仲間作りの育成  

   ア  学習活動、クラス、特別活動、部活動等の集団活動における人間関係づくり  

   イ  教育活動（特色ある探究活動、学校行事等）・ピアサポートプログラムを通したコミ  

 ュニケーション能力の育成  

   ウ  個人面談等（日常的な面談や全校での教育相談週間）による教育相談体制の充実  

(３ ) 教職員のいじめに係る意識の向上  

   ア  いじめに関する情報提供  

   イ  いじめに関する校内研修の充実  

   ウ  授業・部活動における生徒状況の把握  

   エ  活動のマトリクスの作成と年間の取り組み計画の作成  

(４ )  地域・社会とのつながり作り（ソーシャル・ボンドの形成）  

ア  地域との関わりを持つ活動の充実  

イ  寮（ハウスマスター）・下宿先と生徒の信頼関係の構築  

ウ  島おやとの関係構築  

３  即応的・継続的ないじめへの対応（課題早期発見・困難課題対応的生徒指導）  

(１ )  いじめ早期発見に向けた組織的な取組   

   ア 個人面談等による生徒の人間関係の把握  

    学習、学校生活、寮生活、進路、健康、人間関係等  

  イ 保護者面談（担任、学年団、部局顧問  場合によっては、教育相談員）  

    学習、学校生活、寮生活、進路、健康、人間関係等  

ウ  アンケートの結果を踏まえた調査  

（ｱ）いじめに係る実態調査（年２回）  

     各学年で実施→学年団で集計→生徒指導部→いじめ対策委員会  
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   (ｲ） hyper₋ＱＵ（年２回）、ほっと  

    各学年で実施（クラス内での人間関係等の把握）→生徒指導部（学校保健安全）→学年

団  

   (ｳ)ＩＣＴを活用した生徒の日常生活や心理状況の把握  

    各学年で実施→学年団で集計→生徒指導部→いじめ対策委員会  

(２ ) 生徒に関する情報の共有化  

   ア  担任、教科担任、養護教諭、部活動顧問、教育相談員との生徒に関する情報交換  

   イ  教育相談委員会での気になる生徒の情報交換  

   ウ  保護者と担任、学年団との連携および学校の取組に関する情報提供と協力依頼  

  エ  奥尻町教育委員会、寮（ハウスマスター）・下宿先との情報共有  

(３ ) いじめへの対応  

  ア  事実関係の速やかな把握と原因の究明  

   イ  いじめを受けた生徒へのケア  

 ウ  いじめをした生徒への適切な指導  

   エ  再発防止のための取組の改善  

いじめへの対応マニュアル  

2020 年 7 月一部改訂  

2023 年４月一部改訂  

2023 年９月一部改訂  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導部長  教頭  校長  

 

【構成員】  

校長・教頭・特別支援 C・担任  

【活動内容】  

ア  いじめ防止等に係る取組の計画立案、実施、評価、

改善   

 イ  いじめやいじめが疑われる事案への対応    

 ウ  いじめの未然防止。早期発見。  

エ  いじめに係る情報があったときの事実確認及び指

導方針の決定と対応と記録 

オ   重大事態への対応  

カ  いじめの認知報告  

いじめ対策委員会  

職員会議  

町教委  

保護者  

関係機関  

・  檜山教育局  

・  奥尻町教育委員会  

・  警察  

・  医療・福祉機関  

・  外部の専門家  

(教育相談員、 SSW) 

・  専門家（弁護士、警

察官経験者など）  

 

いじめ認知 生徒・保護者  

地域・教職員  
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５  ネットトラブルへの対応（ネットトラブルの未然防止と早期発見）  

(1) 教科「情報」、インターネット講話、 LHR における情報モラル教育の充実とネット   

  トラブル防止（リーフレットの配付など）の啓発活動 

   (2) 生徒指導部による定期的なネットパトロールの実施  

     不適切な書き込みなど事実発覚した際の速やかな対応  

  ６  重大事態（いじめ防止対策推進法第２条）への対応  

    いじめ対策委員会の審議のもと校長が重大事態と判断した場合は、奥尻町教育委員会の   

指導助言の下、事案の解決に当たる。必要に応じて外部専門家（教育相談委員、SSW、スク  

ールロイヤー等）や警察と連携するとともに、いじめを受けた生徒やその保護者に事実関  

係等を情報提供する。  

  ６  校外の相談窓口  

  (１) 子ども相談支援センター (0120)3882-56 

    ＊ライン相談も行っております。  

(２) 24 時間子供 SOS ダイヤル (0120)0-78310 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

調査・事実関係の把握  

いじめ解決への指導・支援  

          事態収束の判断  

収束  収束していない  

経過観察  

継続指導  

いじめ対策委員会  

継続指導  


